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議
員　

戸

田
市
消
防

職
員
定
数

は
25
年
間

増
員
さ
れ

ず
、
近
隣
に
比
べ
人
口
に

対
す
る
職
員
が
少
な
い
。

消
防
職
員
と
救
急
救
命
士

増
員
へ
の
市
の
考
え
は
。

消
防
長　
人
口
は
１
・
５

倍
。
救
急
件
数
は
２
倍
以

上
増
加
。
人
口
15
万
人
で

救
急
車
１
台
の
増
車
も
必

要
。
救
急
隊
や
消
防
職
員

増
員
は
急
務
と
考
え
る
。

総
務
部
長　
市
全
体
で
バ

ラ
ン
ス
考
慮
し
検
討
す
る
。

議
員　
重
点
政

策
は
。

福
祉
部
長　
相

談
支
援
事
業
所

の
充
実
。
住
ま

い
や
日
中
活
動

場
所
整
備
。
医

療
的
ケ
ア
児
も

含
め
た
障
害
児

支
援
の
充
実
。

議
員　
①
担
い

手
不
足
解
消
②
重
い
障
害

者
等
、
親
な
き
後
問
題
③

緊
急
時
預
か
り
対
応
な
ど

市
の
考
え
は
。

福
祉
部
長　
①
現
状
を
把

握
し
情
報
提
供
や
学
生
受

け
入
れ
・
交
流
等
、
地
道

に
進
め
る
②
就
労
系
施
設

や
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
等
の

ニ
ー
ズ
が
高
い
。
民
間
や

関
係
自
治
体
と
連
携
し
進

め
る
③
に
じ
の
杜
を
活
用

し
た
支
援
体
制
を
検
討
す

る
。

議
員　
障
害
者
は
18
歳
以

降
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
は
利
用
で
き
ず
、
夕

方
16
～
19
時
の
居
場
所
が

減
り
、
留
守
番
や
家
族
の

勤
務
を
調
整
す
る
事
例
も

あ
る
。
対
応
す
る
サ
ー
ビ

ス
に
日
中
一
時
支
援
が
あ

る
が
単
価
が
安
く
提
供
事

業
者
が
少
な
い
。
夕
方
の

居
場
所
へ
の
市
の
考
え
は
。

福
祉
部
長　
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
等
で
は
日
中
一
時
の

ニ
ー
ズ
は
高
く
な
い
。
法

定
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
す
る
。

▶
消
防
職
員
数
の
統
計

消
防
職
員
と
救
急
救
命
士

　

 

増
員
へ
の
市
の
考
え
は

「
増
員
は
急
務
。バ
ラ
ン
ス
考
慮
し
検
討
」

戸田市消防

議員は、毎年３月、６月、９月、12月に開く定例
市議会で、市政全般に対し質問をすることができま
す。これを「一般質問」といいます。
今定例会では、14人の議員が一般質問を行いまし

た。ここに掲げたのは、その質問・答弁の大要で、
質問者本人が執筆しております。
なお、一般質問の全容は、議会ホームページから

ご覧いただくことができます。

一般質問一般質問

障
が
い
者

総
合
計
画
と
は

総
括
質
問

一
般
質
問

委
員
会
視
察
レ
ポ
ー
ト

議
会
を
知
っ
ｔ
ｏ
ｃ
ｏ

平成 30 年 6 月 25 日撮影

矢や

ざ

わ澤 

青は

る

か河 

議
員

※ ①戸田市障がい者総合計画……障害者施策を総合的に推進する６年間の総合計画。
※ ②日中一時支援……障害者等の活動場所確保や介護をしている家族の負担軽減を目的とした一時預かり事業。

※
①

※
②
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一般質問

総
括
質
問

一
般
質
問

委
員
会
視
察
レ
ポ
ー
ト

議
会
を
知
っ
ｔ
ｏ
ｃ
ｏ

議
員　

議

会
は
調
査

権
を
使
っ

て
行
政
監

視
の
目
的

で
「
百
条
委
員
会
」
を
設

置
す
る
場
合
も
あ
る
が
、

百
条
委
員
会
に
出
頭
し
た

こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
人

に
、
何
か
不
正
が
あ
る
と

い
う
判
断
に
な
る
の
か
。

総
務
部
長　
不
正
の
有
無
・

有
罪
無
罪
の
判
断
は
司
法

が
行
う
。
地
方
自
治
法
百

条
に
基
づ
き
議
会
に
設
置

さ
れ
る
「
百
条
委
員
会
」

は
、
あ
く
ま
で
調
査
を
行

う
場
で
あ
り
、
求
め
に
応

じ
出
頭
・
証
言
す
る
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
有

罪
か
ど
う
か
を
そ
こ
で
判

断
す
る
も
の
で
は
な
い
。

議
員　
市
長
の
認
識
は
。

市
長　
総
務
部
長
の
発
言

の
通
り
で
あ
る
。

議
員　
百
条
委
員
会
に
出

頭
し
証
言
し
た
こ
と
を
取

り
上
げ
て
、
証
言
者
が
不

正
を
し
た
と
い
う
風
評
被

害
が
起
き
て
は
な
ら
な
い
。

政
治
に
携
わ
る
者
は
市
民

の
人
権
を
守
る
観
点
か
ら

も
心
す
べ
き
で
あ
る
。

▶
戸
田
市
議
会
（
議
場
）

百
条
委
員
会
出
頭
は
不
正

 
が
あ
っ
た
判
断
に
な
る
か

「
百
条
委
員
会
は
あ
く
ま
で
調
査
機
関
」

議会調査権

臭気だけでなく老朽化
による不具合の心配も

「臭気は規制値未満」

下
水
処
理
場

議
員　

荒

川
水
循
環

セ
ン
タ
ー

は
県
南
５

市
、
１
９

０
万
人
の
下
水
処
理
を
担

う
重
要
な
施
設
。
県
内
で

最
も
歴
史
あ
る
流
域
下
水

道
施
設
。
昭
和
47
年
か
ら

約
50
年
間
、
地
域
住
民
と

行
政
は
臭
気
課
題
に
取
り

組
ん
で
き
た
。
原
発
事
故

後
、
放
射
性
物
質
を
含
む

下
水
汚
泥
焼
却
灰
を
敷
地

内
に
保
管
、
被
爆
の
心
配

も
あ
っ
た
。
現
在
は
、
臭

気
だ
け
で
な
く
、
老
朽
化

に
よ
る
不
具
合
の
心
配
も
。

こ
こ
は
県
の
施
設
で
あ
る
。

現
状
と
今
後
の
対
策
は
。

環
境
経
済
部
長　
臭
気
は

定
期
的
に
測
定
し
て
お
り
、

規
制
値
未
満
。
臭
気
対
策

は
、
今
後
も
県
へ
要
望
し

て
い
く
。

議
員　
平
成
24
年
笹
目
環

境
対
策
協
議
会
、
平
成
29

年
美
女
木
ま
ち
づ
く
り
協

議
会
か
ら
、
県
へ
要
望
書

提
出
。
下
水
処
理
場
の
臭

気
問
題
は
、
い
ま
だ
継
続

中
。
地
域
の
協
議
会
と
継

続
的
な
意
見
交
換
の
機
会

を
要
望
す
る
。

主
な
議
案

          つぶやき
印
象
操
作
や
風
評
被
害
を

起
こ
し
て
は
な
り
ま
せ
ん

▲埼玉の下水道マスコット
　「クマムシくんとなかまたち」

浅
あ そ う

生 和
か ず ひ で

英 議員

林は
や
し 

冬ふ
ゆ
ひ
こ彦 

議
員

そ
の
他
の
質
問

そ
の
他
の
質
問

Ｑ
戸
田
市
政
策
研
究
所
の

設
置
目
的
は
。

Ａ
都
市
間
競
争
時
代
を

勝
ち
抜
く
た
め
、
職

員
の
政
策
形
成
能
力

の
底
上
げ
を
図
り
、

市
全
体
の
政
策
形
成

力
の
向
上
に
つ
な
げ

る
こ
と
を
目
的
に
設

置
。

Ｑ
戸
田
市
第
五
次
総
合

振
興
計
画
策
定
に
向

け
て
の
現
況
は
。

Ａ
「
市
民
・
議
会
と
共

に
協
働
の
視
点
を
持

っ
て
創
り
上
げ
て
い

く
」
と
い
う
策
定
方

針
を
定
め
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

Ｑ
笹
目
川
、
さ
く
ら
川
周

辺
の
整
備
は
。

Ａ
歩
行
空
間
を
一
部
の

区
間
で
整
備
す
る
。

Ｑ
公
園
の
再
整
備
計
画
、

公
園
の
喫
煙
に
つ
い

て
。

Ａ
公
園
の
再
整
備
計
画

は
、
地
域
の
均
衡
と

特
色
の
あ
る
公
園
を

検
討
。
ま
た
、
特
性

に
合
わ
せ
受
動
喫
煙

対
策
を
講
ず
る
。

Ｑ
同
じ
地
域
の
住
民
が
異

な
る
避
難
所
へ
避
難

す
る
地
域
に
つ
い
て
。

Ａ
市
内
に
９
町
会
あ
る
。

戸
田
市
ハ
ザ
ー
ド
ブ

ッ
ク
な
ど
、
普
段
か

ら
災
害
時
の
対
応
を

考
え
る
重
要
性
を
周

知
す
る
。


